
主催　株式会社労働調査会  中部支社

開 催 日

会　場

受 講 料

2023年 　月　日（木）
13：30 ～ 17：00

ウインクあいち　会議室 10 階 1001
〒450-0002

　
(JR･地下鉄･名鉄･近鉄 ) 名古屋駅より 
 

●一般のお客様・・・・・・・・・・・２３，１００円

●「建設労務安全」ご購読者様
　 およびビジネススクール会員様・・・１９，８００円

●「労働基準広報」「先見労務管理」
　「労働安全衛生広報」ご購読者様・・・１７，６００円

【テキスト・お飲み物・消費税込】

※ビジネススクール会員様の割引価格は、受講者1名様のみの適用とさせていただきます。
　但し、ビジネススクール法人会員様は3名様まで割引価格を適用とさせていただきます。
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労働調査会　ビジネスセミナー「労働塾」のご案内 

安西 愈 弁護士

【講座内容】

企業の対策実務企業の対策実務

  　政府は「新しい資本主義実現会議」を設置し、その議論を「グランドデザイン及び実行計画」に盛り込み、いわゆる「内閣の骨太
の方針」の実行計画の策定を目指している。
　その中で労働政策としては、ジョブ型雇用（日本型の職務給制度）の確立、リ・スキングによる能力向上支援、成長分野への円滑
な労働移動を三位一体の改革とし、さらに非正規労働者の賃上げをめざし、そのためには「同一労働同一賃金」の徹底した施行が不
可欠であるとして、本年3月（実際には4月）から本格的に実施される「労働基準監督署による調査と労働局（雇用環境均等室）に
よる指導の枠組みの整備」を通じて同一労働同一賃金の徹底した施行による格差縮小が不可欠との方針が示されている。
　従来、いわゆる同一労働同一賃金問題は民事上の損害賠償事件で裁判所において争われてきたが、今後は政府の経済財政運営と改
革の基本方針として行政が徹底した施行指導を行うと打ち出された。徹底した施行指導といっても具体的指導は労基署に賃金等の状
況を調査させ、権限のある労働局（雇用環境均等室等）で事業者への指導をすることがスキームとされたものである。
　そうすると、今後事業主はこの問題について行政への対応が必要となり、今まで考えられていた従業員等からの裁判所への提訴を
前提とする民事上の損害賠償請求への対策とは異なる対応が今後は必要となる。
　

—新しい資本主義実現実行計画を踏まえて—

第１．いわゆる同一労働同一賃金の行政指導

　— 労基署調査・労働局指導への対応 —

１．新しい資本主義実現会議のめざす労働政策の方向
　― 三位一体の労働市場の改革と構造的賃上げ ―
２．非正規労働者の賃上げのための同一労働同一賃金の徹底した施行
　― 新しい資本主義政策としての行政権限の行使による施行へ ―
３．労基署による調査・労働局（雇用環境・均等部室）による指導のスキームとは
　― 同一労働問題に労基署には権限がないための措置 ―
４．パート・有期労働法の過料処分の２か条の行政権の活用
　― 同一労働問題の報告の聴取、採用時等の労働条件の文書交付等 ―
５．助言・指導・勧告及び公表の行政措置
　― 同一労働同一賃金問題への行政指導の踏み込み ―　　　

　

第２．いわゆる同一労働同一賃金の実施をめぐって
　— 中小企業への適用の本格化と対応 —
１．中小企業への適用と施行の遅れ
　― 施行期日直後に新型コロナ対策の「緊急事態宣言」の発出 ―
２．いわゆる同一労働同一賃金とは何か
　― 趣旨・目的の理解を ―
３．パート・有期労働者の労働条件の向上目的
　― 安倍内閣：「非正規という言葉をなくする」
　― 岸田内閣：「非正規の賃上げのために同一労働同一賃金の徹底施行」
４．パート・有期労働者と正規労働者の賃金格差の是正
　― 不合理な労働条件格差の是正 ―
５．これまでの判例は不合理性の立証責任は労働者側に
　― 行政指導に対して使用者は合理性の説明責任を負うか ―
６．行政指導による「是正勧告」、「公表」等の社会的影響の重大性
　― 社会的批判、認証・認定、入札等への不利益 ―
７．行政指導結果による民事上の損害賠償提訴の可能性
　―行政指導結果の是正指導等から労働者の提訴への流れも―
 

第３．いわゆる同一労働同一賃金とは

　— 行政指導と判例の判断・取扱い —

１．本来の同一労働同一賃金ではなくパート・有期労働者との差異の問題
２．均等待遇と均衡待遇
　― 問題になるのは均衡待遇 ―
３．不合理な相違は賃金だけではなく「すべての待遇」
４．比較対比する労働者をめぐって
５．待遇の相違の判断基準はどうなっているのか
　― 個別の賃金項目ごとの判断 ―
６．いわゆる判断の三要素と待遇の性質・目的との関係は
　― 具体的な差異と待遇の関係が説明できるか ―
７．合意した労働条件なのにそれが不法行為（過失）となり損害賠償とは
　― 行政の全社的是正指導判断と裁判所の提訴した個別労働者毎の判断にちがいは
　　あるか ―
８．「不合理」な相違であるかは誰が判断するのか
　― 行政の指導判断と裁判所の賃金格差の「過失」の認定の問題 ―
９．行政の是正指導等を使用者は争えるか
　― 行政指導は法的に争うことができない問題 ―
10．「労働」に対し「賃金を支払う」契約なのになぜ賃金項目別に不合理の検討か
　― 経済的な意義と法的な取扱いのちがい ―
11．パート等採用時の賃金、教育訓練、福利厚生への説明義務の重要性
　― 行政指導上の格差の合理性判断としてまず各項目の取扱いの説明が求められる ―
12．労働者から求められた時の「待遇の相違の内容・理由、待遇の決定に考慮
　した事項」は行政指導の際には開示すべきか
　― 立証責任は労働者にあるのに行政に説明する必要があるか ―
13．短時間・有期雇用管理者の選任をしておくこと
　― 努力義務であるが行政指導への対応として必要 ― 【裏面へ続く】

講 師

「いわゆる同一労働同一賃金の行政指導対応」
をめぐるをめぐる

愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38

JR 名古屋駅桜通口から：ミッドランドスクエア方面 徒歩 5分 
 ユニモール地下街 5 番出口から：徒歩 2分 
 名駅地下街サンロードから：ミッドランドスクエア、
 マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを経由  徒歩 8分 



◆以下、何れかを丸で囲んでください◆

●ご購読中の弊社発行の定期刊行誌 ：　・労働基準広報 ・先見労務管理  ・労働安全衛生広報  ・建設労務安全　・購読無し
●労働調査会ビジネススクール会員 ：　・個人会員 　　 ・法人会員 　　・非会員

ビジネスセミナー「労働塾」受講申込書

7月13日（木）
13：30～17：00

2023
名古屋開催「労働塾」

◆下記ご記入の上、FAX にてお申込みください◆

■キャンセルについてのご案内

通信欄

申込日：2023年　  　月　  　日

FAX.052-203-5124

株式会社労働調査会 中部支社担当／川崎
TEL052-211-2073 　〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-16-22 丸の内エイチエフﾋﾞﾙ 2 階

お申し込み後のキャンセルは、テキスト・お飲み物等の準備の関係から 7月6日(木 )まで にご連絡ください。

◆支払方法◆ 受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りいたします。開催日前日までにお振込みください。

■個人情報の取扱いについて
お預かり致しました個人情報は、書籍・定期刊行誌や講習会、セミナー、ビデオのご案内等限られた目的で利用させ
ていただき、情報の取扱いにつきましては適正な保護に努めます。

御社名

ご住所

TEL

E-Mai l

受講者名 所属部署・役職名 備考

FAX

（フリガナ）

（フリガナ）

〒　　　　　ー

・調査会ＤＭ　         ・社労士会

・その他（　　　         　　 　　　）

セミナー申込書入手方法について

（フリガナ）

お問合せ先
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【講師紹介】 弁護士：安西　愈　（あんざい まさる）
1958年　香川労働基準局採用
1969年　労働省退職、司法修習
1971年　弁護士登録、安西法律事務所開設

著書：「多様な派遣形態とみなし雇用の法律実務」他

　

最高裁司法研修所教官、日弁連常務理事、東京地方最低賃金審査会
会長、中央大学法科大学院客員教授、第一東京弁護士会労働法制委
員長、東京三弁護士会労働訴訟等協議会議長など歴任。

（必須）

第４．賃金・処遇項目別の不合理性判断と対応のポイント

　— 過去の判例等からの不合理でないとの具体的説明理由が必要 —

１．「短時間、有期、派遣労働に対する不合理待遇の禁止指針」（告示）の重要性
　― 行政指導の中心的な判断基準となる ―
２．基本給についての相違事由に対応した説明
３．賞与について
４．退職金について
５．家族手当について
６．住宅手当について
７．職務・業務等の関連手当（職務手当、能率手当、営業手当等）について
８．就労環境・条件・就労時期等の関連手当（危険手当、作業手当、年始手当等）
　について
９．勤務・業務等の奨励関連手当（精皆勤手当、生産奨励手当等）について
10．職務内容・責任・人材育成に関連しない手当（物価手当、地域手当、食事手当、
　単身赴任手当等）について
11．通勤手当の相違について
12．私傷病に対する有給の病気休暇、休職期間の日数・賃金支給の相違について
13．慶弔休暇・法定外休暇等の相違について
14．労働条件か否かをめぐって

 

第５．定年後再雇用者の処遇と同一労働同一賃金

１．定年後再雇用者・高年齢者雇用確保措置（継続雇用・就業確保措置）の取扱い
　等をめぐって
２．定年後再雇用者の処遇への同一労働同一賃金の適用をめぐって
３．判例からみた同一労働同一賃金の適用はどうなっているか
４．今後の雇用環境の動向と処遇のあり方をめぐって
５．70歳までの就業確保措置の場合の処遇への適用は

第６．新資本主義実現計画のジョブ型雇用移行と同一労働同一賃金をめぐって

１．ジョブ型雇用（日本的職務給）をめぐる多様な見解
　― 日本型職務給とは ―
２．ジョブ型雇用といわゆる同一労働同一賃金問題は
　― パート・有期はジョブ型雇用ではないのか ―
３．ジョブ型雇用では諸手当は全廃すべきか
　― いわゆる同一労働同一賃金問題の解消か ―

15．派遣社員の賃金については労使協定方式がルーティンとなったか
　― 派遣社員の場合の特別な取扱い ―


